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フリーマーケットアプリでの 
トラブルに注意

　フリーマーケット（フリマ）アプリで限定品のブランドの
スニーカーを購入し、コンビニで代金を支払いました。

届いた商品が偽物のようなので売り主に返品を申し出たら、本
物だと主張され断られました。フリマアプリの運営会社に相談
すると当事者間で解決するようにと回答され困っています。ど
うしたらよいでしょうか。

　フリマアプリとは、オンライン上で実際のフリーマー
ケットのように出品や購入ができるサービスです。フリ

マアプリは個人間の取引になるため、通信販売のような返品の
ルールはありません。トラブルが発生した場合は当事者間で解
決することになります。トラブルが解決できない場合には、サー
ビス運営会社に事情を伝え協力してもらいましょう。
　多くのフリマアプリでは、売り主と買い主間の代金の受け渡
しを仲介するサービス（エスクローサービス）を行っています。
商品が届かない場合には、フリマアプリ運営会社から代金が返
金されることがあります。
　トラブルに巻き込まれないためにも、フリマアプリを利用す
るときには次のことに注意しましょう。
◦売り主が設定したルールや品物・送料をよく確認する

6月は環境月間
　6月5日㈯は「環境の日」です。国では、環境の日を含む6月
を「環境月間」とし、さまざまな取り組みを推進しています。ま
た、市では2050年までに二酸化炭素排出量実質ゼロを目指す
「ゼロカーボンシティ」を宣言しています。
　持続可能で地球環境にやさしいまちづくりに取り組み、豊か
で多様な自然環境を未来につなげるため、地球温暖化対策を進
めています。この機会に、私たちの身近にある環境について考
えてみませんか。

家庭でできる取り組み
◦照明はLED電球などの消費電力を削減できる物に交換する
◦車を運転するときは、エコドライブ・アイドリングストップ
を心掛ける
◦プラマークの付いたプラスチック製容器包装は、正しく分別
する。油や食べ残しなどで汚れていたら洗い流し、きれい

になった物を白色の指定袋に入れて出す
◦ティッシュやお菓子などの空き箱、はがき、封筒などのリサ
イクルできる紙類は、いらなくなった紙袋に入れて、ひも
で十文字に縛って雑がみとして出す

市が実施している省エネルギーの取り組み
　市では、省エネルギー対策のため、次のような取り組みを行っ
ています。
地球環境保全協定
　地球温暖化などの環境問題への対策として、事業者と協定を
締結し、協働して環境保全活動を実施するため「成田市地球環
境保全協定実施要綱」を制定しています。
住宅用省エネルギー設備設置費補助金
　太陽光発電システム・定置用リチウムイオン蓄電池をはじめ
とした住宅用省エネルギー設備を設置した人に、設置費用を補
助しています。

※くわしくは環境計画課（☎20-1533）へ。

◦出品内容が利用規約に沿っているか確認する

　取引で不安に思ったり、トラブルになったりした場合は消費
生活センターに相談してください。

※くわしくは同センター（☎23-1161）へ。
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切り替えて負担軽減を
　ジェネリック医薬品（後発医薬品）は、新薬の特許が切れた後
に、新薬と同じ有効成分で作られた安価な薬です。ジェネリッ
ク医薬品の普及は、一人一人の自己負担や市・健康保険組合な
どの負担の軽減につながります。特徴やメリットを理解して、
ジェネリック医薬品を使ってみませんか。

効き目や安全性は新薬と同等
　ジェネリック医薬品の開発では、医薬品メーカーがさまざま
な試験を行います。その結果、効き目や安全性が新薬と同等で
あると証明されたものだけが、厚生労働大臣によって、ジェネ
リック医薬品として承認されます。
切り替えることで自己負担が軽減
　新薬の研究開発には、9〜17年の長い歳月と、1,000億円
近くの費用を要するといわれています。薬の価格には、その莫

ばく

大
だい
な開発費用が反映されています。
　これに比べてジェネリック医薬品は、すでに有効性や安全性
が確認されていることから、開発費用が安く抑えられます。そ
のため、価格は新薬に比べて3〜5割程度安くなっており、ジェ
ネリック医薬品に切り替えることで自己負担を減らすことがで
きます。
　ただし、全ての病気・新薬に対してジェネリック医薬品があ
るわけではないので、切り替えできない場合もあります。まず
は医師または薬剤師に相談してください。
対象者には通知を送付
　「ジェネリック医薬品に関する差額通知」を6月下旬にはがき
で送付します。これは、現在処方を受けている薬をジェネリッ
ク医薬品に切り替えた場合に、自己負担額がどのくらい安くな
るかをお知らせするものです。通知の対象は20歳以上の国民

健康保険加入者で、自己負担額が一定額以上軽減できると見込
まれる人です。
　通知を希望しない人は、6月8日㈫までに保険年金課（☎20-
1526）へ連絡してください。すでに送付を希望しない旨の連
絡をしている人については必要ありません。

※くわしくは同課へ。

発行は年1回です
　国民年金・厚生年金・船員保険の年金は、支払い月（偶数月）
の15日に、希望した銀行などの預金口座に振り込まれます。「振
込通知書」は年1回、日本年金機構から6月に送付され、翌年4
月までの支払日と金額が記載されています。年金の支払額に変
更があったときや、受取先の金融機関を変更したときなどには、
変更後の内容が改めて通知されます。
　郵便局の窓口で通知書と引き換えに現金で受け取りをしてい
る人には、支払い月ごとに「支払通知書」が送付されます。

※くわしくは、ねんきんダイヤル（☎0570-05-1165）へ。

ジェネリック医薬品

年金の振込通知書
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